
空調設備／照明設備／ボイラ･給湯器／工業炉／受変電設備／冷凍冷蔵設備

コンプレッサ／生産設備／給排水･排水処理／デマンド　(以上10区分)

5,280円(税込み)／区分

(受診者の負担割合は1割、残額の47,520円(税込み)／区分は国の補助金)

受診は上記の10区分のうち2区分まで可能(例えば、空調設備と照明設備)。

　 節電プラン／節ガスプラン／組合わせプラン

15,840円(税込み)／プラン

(受診者の負担割合は1割、残額の142,560円(税込み)は国の補助金)

各プランとも、原則として、設備単位プランの10区分のうち3区分を実施。

省エネ診断の流れ

経済産業省(令和4年度補正予算)

中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業費補助金

事業概要

エネルギー価格高騰等の影響を受ける、中小企業等の工場･ビル等のエネルギー管理状況の

診断を実施し、運用改善や設備投資等の提案により光熱費削減を支援します。

　TEL：098-853-3739　　FAX：098-894-4119　　E-mail：chigiken@aria.ocn.ne.jp

省エネ診断プラン(受診者負担額)

≪設備単位プラン≫

対象設備区分：

受診者負担額：

　　　(注)　　　

≪まるっとプラン≫

対象プラン  ：

受診者負担額：

　　　(注)　　　

　診断機関：特定非営利活動法人 沖縄県環境管理技術センター　https://oematec.org

　住所：沖縄県那覇市識名3丁目18－33　　担当：名嘉、西谷

検索

•特設WEBサイトで省エネ診断を希望する事業所の所在地(都道府県)および診断プランを選択し、診断機
関を検索する。検索ページはこちら https://shoeneshindan.jp/guide/search/

申し

込み

•検索結果から希望する診断機関を選択し、申込フォームへ必要情報を入力のうえ、診断の申し込みを
行う。

調整

•診断機関の担当者より申込内容についての確認の連絡があり次第、省エネ診断の内容や実施日程等の
調整を行う。

契約
•省エネ診断の実施内容について、診断機関と契約等を締結する。

受診
•診断機関の省エネ診断を受診する。

報告
•診断報告会にて診断機関の専門家より省エネに関する提案を受け、省エネ取組について検討する。

支払い

•診断報告会の実施後、診断機関より請求書を受領し、省エネ診断負担額(1割負担分)を診断機関へ支払
う。※省エネ診断負担額の支払いは、原則銀行振込とし、現金手渡しは不可とする。


